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最終処分に関する技術検討フロー（案）

減容技術等に関する検討 最終処分の基準に関する検討

・減容技術等の評価

・減容技術等の適用・組合せの検討

・これまでの知見や関係法令の整理

・放射線防護の考え方の整理

・最終処分基準案の検討

複数の最終処分シナリオの検討
（各シナリオでの最終処分量・
放射能濃度、最終処分場の構
造・必要面積、コスト等）

除去土壌等の量と
放射能濃度の設定

放射線安全評価による
各シナリオ毎の安全性

の確認
（放射線防護の考え方
の成立性の確認）

第3回技術WG資料1-2を一部修正
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これまでの検討状況と今後の検討の進め方
１．減容技術等に関する検討

＜これまでの検討状況＞
・これまで実施してきた技術実証の成果を踏まえて、減容技術等の評価案を提
示

・減容技術等の評価案を踏まえ、減容技術の組合せを検討

＜今後の検討の進め方＞
・最終処分の検討状況を踏まえ、安定化技術に求められる溶出低減効果等を整
理し、減容技術等の評価案を精査。

⇒安定化技術についての考え方（案）を、次ページに整理。それを踏まえた
減容技術等の評価案は資料３のとおり。

第8回技術WG資料5を一部修正、追記



3

安定化技術についての考え方（案）
○ 前回WGにおいて、熱処理や飛灰洗浄処理を行う場合に発生する濃縮物については、飛散・流出防
止の観点や取扱いの観点から固型化を行うことについて議論を行った。

○ 固型化した濃縮物（特定廃棄物）は基本的に10万Bq/kgを超えることが想定され、その場合は遮断
型相当の処分場での処分となる。
（なお、10万Bq/kg以下となる場合には、セメント固型化して管理型相当の処分場に処分することが
可能。）

○ 遮断型相当の処分場は水密性を有する鉄筋コンクリート造であるため、処分場の維持管理を適切
に行うことにより、放射性セシウムの漏出は防止可能である。

○ その上で、固型化方法については、特定廃棄物や低レベル放射性廃棄物の処分で実績のあるセメ
ント固型化を基本とし、その他の固型化方法については、今後の実績等を踏まえて適用を検討する。

○ なお、セメント固型化体を想定した遮断型相当の処分場の概略安全評価においては、コンクリー
ト構造の処分場にクラック等が生じた場合を想定し、雨水浸透により廃棄物層から浸出1)した放射
性セシウムが直下の帯水層に漏出した場合の地下水移行2)シナリオを評価しており、固化体濃度が
2800万Bq/kgであっても、一般公衆の被ばく線量は6.0E-11mSv/y程度となっている。（第６回技術
WG資料６参照）

1) 分配係数モデル（廃棄物層分配係数※：2.5ml/g、浸透水量：0.1m/y）
2) 移流分散モデル（地下水流速：1m/y、井戸利用：50m下流）

※液固比10の溶出試験を行った場合、溶出率は80%となる。
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これまでの検討状況と今後の検討の進め方
２．最終処分の基準に関する検討

＜これまでの検討状況＞
・技術WG等での検討を踏まえ、関係WGの合同会議（9/17）において、除去土
壌の埋立処分基準案等を提示。

＜今後の検討の進め方＞
・除去土壌の埋立処分基準等の策定に向けた検討を進める。

⇒排水基準等について、放射線審議会に諮問中。

廃棄物 廃棄物

コンクリート構造の外周仕切設備

＜特定廃棄物の埋立処分のイメージ＞

※放射能濃度が10万Bq/kg超の場合の構造。

※基準策定済

除去土壌

覆土

＜除去土壌の埋立処分のイメージ＞

※除去土壌からの放射性セシウムの溶出は非
常に小さいため、基本的には上記のイメージ

周囲に遮水シート等を設置

※放射性セシウムが溶出すると認められる
場合

除去土壌

覆土

第8回技術WG資料5を一部修正、追記
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これまでの検討状況と今後の検討の進め方
３．除去土壌等の量と放射能濃度の設定

＜これまでの検討状況＞
・中間貯蔵施設に搬入された除去土壌等の量や放射能濃度の情報を整理。

＜今後の検討の進め方＞
・減容技術等の適用や組合せの検討を踏まえ、最終処分量や放射能濃度につい
て複数パターンの整理を行う。

４．複数の最終処分シナリオの検討

＜今後の検討の進め方＞
・上記の検討を整理し、最終処分の構造、必要面積等について複数の選択肢を
検討。

⇒資料５に考え方（案）を整理。

第8回技術WG資料5を一部修正、追記
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これまでの検討状況と今後の検討の進め方
５．放射線安全評価による各シナリオ毎の安全性の確認

＜これまでの検討状況＞
・一定の最終処分の規模や放射能濃度等を設定し、埋立中、管理期間中の概略
安全評価を実施。

＜今後の検討の進め方＞
・最終処分シナリオ（複数選択肢）の条件を踏まえ、放射線防護の成立性を確
認するための安全評価を今後実施。

第8回技術WG資料5を一部修正
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これまでの検討状況と今後の検討の進め方
６．その他（考え方の案や論点等）

・最終処分場の構造の検討状況はP４の通り。
・熱処理や飛灰洗浄処理を行う場合、これにより発生する濃縮物については、飛散・流
出防止の観点や取扱いの観点から固型化を行うこととしてはどうか。

・固型化体については、コンクリート構造の外周仕切り設備を有する処分場での処分と
なることが想定されるが、固型化体に求める性能については、強度や溶出性の観点で
以下の通りをしてはどうか。また、必要に応じて定置の際の間詰め材の使用等を検討
する。
（強度）運搬時や最終処分場での定置時の万一の落下等を想定し、（容器を含めて）

必要な強度を有すること。
（溶出性）コンクリート構造の外周仕切り設備による遮水性能を有するが、事故時の

地下水への移行による被ばく影響について安全評価によって確認し、求めら
れる溶出低減効果等を整理する。（P３参照）

・最終処分場への運搬については、放射性物質汚染対処特措法の運搬基準を遵守しつつ、
放射能濃度に応じた具体的な運搬の考え方を整理する。

⇒次ページに案を整理。
・固型化体については、運搬の考え方の整理と併せ、容器への封入について検討する。

第8回技術WG資料5を一部修正
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最終処分場への運搬について（案）
○ 最終処分場への運搬に当たって、IAEA輸送規則の分類に基づく以下の区分を参考にする。

○ 上記のうち、規制免除、又はLSA-Iに区分される放射能濃度の除去土壌等を運搬する場合は、放射性
物質汚染対処特措法の運搬基準に従い、運搬を行う。

○ LSA-IIに区分される放射能濃度の除去土壌等を運搬する場合は、放射性物質汚染対処特措法の運搬基
準に加え、IP-2型輸送容器の基準を参考に、一定の試験条件下（自由落下試験・積重ね試験等）での
要件への適合等について確認した容器に収納すること等を含めた対応を検討する。

○ 海上輸送の可能性も考慮し、「船舶安全法」に基づく「危険物船舶運送及び貯蔵規則」等を参考に
対応を整理する。

○ 容器については、特定廃棄物や除去土壌の運搬で実績のある大型土のう袋、低レベル放射性廃棄物
の処理で使用されているドラム缶などが候補として挙げられるが、上記への対応や、最終処分場での
取扱い等も踏まえて検討する。なお、運搬時にはコンテナ等で内部の運搬物が保護される可能性があ
ることも考慮する。

放射能濃度（Cs-137の場合）区 分

10,000 Bq/kg以下規制免除

10,000 Bq/kg超、
300,000 Bq/kg以下

LSA-I

300,000 Bq/kg超、
6×1010 Bq/kg以下

LSA-II


